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日赤南区地区委員会 

委員長 髙澤 和義 

 

南保護司会 
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区社協世帯賛助会費、日赤会費及び更生保護活動寄付金の 

依頼について 
 

 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素より、社会福祉協議会事業、赤十字運動、更生保護事業につきましてはご理解、

ご協力をいただき、厚くお礼申しあげます。 

 さて、今年度も区社協世帯賛助会費、日赤会費及び更生保護活動寄付金の募集に 

つきまして、ご協力をいただきますようお願い申しあげます。 

なお、依頼文については参考で添付しておりますので、ご確認ください。 

 

１ 納入期限： 令和８年８月３１日（月） 

 

 

２ 金  額： 一覧の通り 

 
１世帯あたりの目安額  区社協世帯賛助会費：  50 円 

        日赤会費     ： 200 円  

更生保護活動寄付金：  20 円    

 

３ 納入方法： 裏面の通り 
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（１） 南区社会福祉協議会世帯賛助会費 

 

原則、地区連合町内会でとりまとめのうえ、納入をお願いいたします。 

◆連合町内会でのとりまとめが難しい場合は、単位自治会町内会ごとにご納入いただく

ことも可能です。（事前に事務局へお知らせいただけると幸いです）  

（２） 赤十字会費 

 

日赤会費は任意の協力でございますので、募金活動の際には、強制感が無いように 

ご配慮いただきますようお願いいたします。 

◆各世帯に配布していただくチラシ等につきましては、別便にて４月下旬発送予定で

す。同封しております振込用紙を使用した場合、振込手数料が免除となります。 

 

（３） 更生保護活動寄付金 

 

原則、地区連合町内会でとりまとめのうえ、納入をお願いいたします。 

◆連合町内会でのとりまとめが難しい場合は、単位自治会町内会ごとにご納入いただく

ことも可能です。（事前に事務局へお知らせいただけると幸いです）  

 

 

納入方法について 

 

◆郵便振替の場合 

 同封の「払込取扱票」に必要事項を記載のうえ、郵便局にてお振込みください。 

※お振込の場合には、郵便局窓口で交付される「払込取扱票」の控えをもって領収書

と替えさせていただきます。 

 

◆窓口で納入いただく場合 

 南区社会福祉協議会までご持参をお願いします。 

※ご持参いただく場合には、両替や釣銭のご準備がありませんので、ご了承ください。 

 

※各種会費・寄付金について納入いただく際に下記をご参照ください。 

 

 

 



区社協世帯賛助会費 日赤活動資金（会費） 更生保護活動寄付金
共同募金

（赤い羽根募金）
年末たすけあい

募金

目安額（1世帯） 50円 200円 20円 265円 75円

依頼時期

納入期限

納入方法 連合でとりまとめ 単位町内会ごと 連合でとりまとめ 単位町内会ごと 単位町内会ごと

令和８年度　南区社協および団体事務関係　会費・募金等の目安額について

単位町内会
・協力費:
  会費実績額の10％

連合町内会
・一律25,000円
（災害対策用品購入
助成、防災訓練助
成、献血運動助成）

主な使途

区社協事業等
・ボランティア事業
・調査研究事業
・部会活動
・管理運営　　　等

・国内外の災害救護
事業
・区内の火災などによ
る見舞金
・区内の地域防災事
業等への助成金　等

-

①区社協世帯賛助会費の依頼文等は、別添のとおり４月中に各自治会町内会会長様宛にお送りします。
【別添依頼文「参考」をご参照ください】

②南区保護司会では、７月を強化月間として、「社会を明るくする運動」を実施しています。
　地区で行われるミニ集会や、保護司会広報「更生保護だより」の回覧にもご協力ください。

③共同募金については運動期間が異なりますので９月に依頼文を各自治会町内会会長様宛にお送りしま
す。

ご不明な点などございましたら、南区社会福祉協議会事務局まで、お気軽にご連絡ください。
【問合せ先】社会福祉法人 横浜市南区社会福祉協議会（TEL：260-2510  FAX：251-3264）

【各担当】
●区社協世帯賛助会費：田邉（たなべ）　　　●日赤地区委員会：田丸（たまる）
●共同募金会南区支会：井上（いのうえ）　　●保護司会　　　：田邉（たなべ）

・社会を明るくする運
動事業
・保護司会や更生保
護女性会等への助成
金　等

連合町内会
社明活動助成金:
・一律20,000円

４月区連会 ９月区連会

8月31日 12月31日

・区内の福祉活動やボランティア活動へ
の配分金
・区内16地区社会福祉協議会の事業費
・県内の社会福祉施設や福祉団体の活
動費　　　等

地域の皆さ
まへ還元

-

令和８年度４月区連会資料


